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～協会けんぽ管掌事業所のご担当者さまへ～

令和6年12月2日以降の資格確認害の発行

令和6年12月1日をもって健康保険証は新規発行されなくなり、マイナ保険証へ移行しますが、マイナン

バーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方は、協会けんぽが発行

する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

また、令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者（異動）届」に「資格確認書発行

要否」欄を新たに設けますので、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書が必要な場合は届書の

「口発行が必要」にチェックを入れてください。届出内容に基づき、協会けんぽから資格確認害が発行され

ます。

資格確認書が必要な場合は12月2日以降に新様式で届書を提出してください。

なお、すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認害が必要な場合は協会けんぽに直接申請してください。
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賞与支払届の手続きには、「電子申請」をご利用くださいご案内

メリットがたくさんあります

紙の届出と比べ、処理が速く、

通知がすぐに届きました

届出のための移動時間や交通費、

郵送費を削減できました

届書を印刷する手間がな 操作が難しいイメージがあり

実際使ってみると簡単でした
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電子申請の詳細はホームページからご覧ください。 電子申請の利用に関するお問い合わせはこちらです。

ねんきん加入者ダイヤル(日本年金機構「電子申請・電子媒体申請」照会窓口）

0570-007-123（ナビダイヤル）→「2番」

※050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6837-2913→「2番」

（受付日時等はHPをご覧ください）
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日本年金機構 電子申請

https://www.nenkin.go.jp/denshiben ri/index.html

ご案内’ CDによる被保険者データの提供が令和7年3月末で終了します

被保険者データを収録したCDの提供は、郵便事故による個人I|冑報の漏えい防止や環境負荷の軽減を図る観

点から、令和7年3月末をもって終了します。

日本年金機構では、被保険者データや毎月の社会保険料額等の各種情報・通知書をオンラインで受け取れ

る「オンライン事業所年金情報サービス」を提供しています。被保険者データの受け取りは、本サービス

をご利用いただきますよう、ご理解。ご協力のほどよろしくお願いします。

零日本年余機構
Japan Pension Service



’’ お願い’ 令和6年10月の短時間労働者への適用拡大にともなう老齢厚生年金の経過措置

老齢厚生年金を受け取っている65歳未満の方のうち、障害者または長期加入者の特例対象者が厚生年金保

険の被保険者資格を取得すると年金の定額部分が全額支給停止となりますが、今回の適用拡大によって令

和6年10月1日に被保険者資格を取得した場合は、届出※により年金の定額部分を引き続き受け取ること

ができる経過措置が設けられています。（※)障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届

令和6年11月下旬から、経過措置の対象となる可能性がある方へ、個別に手続きのご案内をお送りします。

事業主の証明（令和6年9月30日以前から引き続き勤務していることの証明）が必手続きに当たっては、

対応をお願いします。従業員の方から申し出があった際は、要となりますので、

資格取得芋裂基職嘩壼縞…一、
報酬比例部分

報酬比例部分

定額部分(障害者･長期加入者特例)’ 全額支給停止・－→

届出を行うことで年金の

定額部分を引き続き受給

（加給年金を含む）

報酬比例部分

－ 一

継続して雇用

(令和6年10月1日新規採用により資格取得する場合は経過措置対象外）

※年金と給与や賞与の額に応じて、年金の一部

または全額が支給停止となる場合があります。

’ ’外国籍の従業員の国民年金加入期間に係る手続き�お願い ’

外国籍の方が日本にきて社会保険（厚生年金保険等）に加入する場合、「入国から社会保険加入までの期

間」や、「離職により社会保険の資格を喪失した後の期間」は、国民年金の加入者となり、保険料を納付

する必要があります。

※社会保障協定等により、日本の年金制度の被保険者とならない方を除きます。

保険料を未納のままにすると、障害年金の給付や在留資格に影響が出る場合がありますので、速やかに保

険料納付や免除の申請等の手続きを行う必要があることをご案内ください。

なお、初回入国時などで前年に日本国内で所得がない場合は、通常、初年度については申請を行えば全額

免除が認められます。

また、離職して厚生年金保険等の資格を喪失した場合は、失業特例免除制度により、免除が認められる場

合があります。失業特例免除制度を申請する際は、失業した事実が確認できる証明書類の写し（雇用保険

受給資格者証や雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

等）を添付する必要があります。
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厚生年金保険等の期間国民年金への加入が必要な期間 国民年金への加入が必要な期間 厚生年金保険等の期間

与災業涛…卿……場…Ⅷ蕊γ
し 国民年金保険料の納付または免除申請が必要です！

国民年金保険料の免除申請は、紙による申請のほか、電子申請も可能です。

国民年金保険料の納付や免除制度についての詳細は、下記に記載の「日本年金機構からのお知らせ 特集

ページ」をご確認ください。

本件についてご不明な点がございましたら、管轄の年金事務所(国民年金担当課)へお問い合わせください。

日本年金機構からのお知らせ 特集ページ 日本年金機構公式X(旧Twitter) @Nenkin Kikou

「日本年金機構からのお知らせ」の

補足情報等を掲載しています。

https://www.nen kin.go.ip/toku

setsu/kikou-oshirase.html

24111017001（全国）
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’ 職場の皆さまでご回覧ください！
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労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施している事業所様は､協会けんぽに加入する40歳から74歳の方の

健診結果データの提供をお願いします。
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皆が元気で長く働ける

職場っていいね！
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従業員様の健康を守る_L－－－－ －－

生活習慣病の予防や､早期発見･早期治療のための健康サポートが受けられます。
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簡単！

健診結果データ提供方法は､提供依頼書を提出するだけ！
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F提供依頼書をご提出いただいた後は､協会けんぽが直接健診機関から結果を取得します。
協会けんぽから提供依頼がありましたら､ご協力をお願いいたします。

その他ご不明な点等がある方は、

までお問い合わせください！
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務、 ｢健康経営｣で大切な従業員の健康を守りましょう！
従業員の健康保持･増進のための投資は､事業所にとって大きな財産となります JJ
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協会けんぽ長崎支部では､長崎県と共同で｢健康経営｣に取り組む企業のサポートや､｢健康経営｣の普及に向けて、

｢健康緤営｣宣言事業を行っています｡｢健康経営｣宣言事業に登録後､健診受診率の向上や職場での運動､禁煙など、

｢5つの取り組み｣を進めていただくものです。

「5つの取り組み」とは

①生活習慣病予防健診受診向上への取り組み
②健診受診結果による治療の徹底と保健指導の活用への取り組み
③事業所全体で継続的な健康増進や改善に向けた取り組み
④禁煙・受動喫煙対策に関する取り組み
⑤メンタルヘルスへの取り組み

取り組みが優れた事業所様を｢健康経営推進企業｣として､長崎県知事と協会け

んぽ長崎支部長で認定する制度を設けています｡令和6年9月1日付で､認定要件

を満たした131の事業所様を､新たに｢健康経営推進企業｣に認定いたしました。

蕊
※長崎支部のホームページに認定された事業所様の一覧等を掲載しています。

詳しくはこちらのQRよりご覧ください→

協会けんぽ長崎支部へ｢登録票(※)｣を郵送またはFAXにてご提出ください。

登録後､｢5つの取り組み｣に取り組んでいただきます｡協会けんぽも無料でサポート

いたしますので､ぜひ｢健康経営｣を始めましよう！

※｢登録票｣及びパンフレットについては､協会けんぽ長崎支部ホームページ(健康づくり＞｢健

康縛蛍｣宣言事業＞｢健康経営｣とは？)からダウンロードいただくか､郵送いたしますので、

企画総務グループ( L O95-829-6000 音声ガイダンス4番)までご連絡ください。
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11月は｢労働保険未手続事業一掃強化期間｣です。

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で､政府(厚生労働省)が運営する強制

保険です｡労働者を－人でも雇用している事業主は､労働保険の成立手続が必要

です｡労働保険の適用事業で未だ成立手続がお済みでない事業主の方は､事業主

の安心と労働者の福祉の向上等のため､速やかに成立手続をお願いします。

詳しくは､長崎労働局労働保険徴収室(電話095-801 -0025)又は､最寄りの

労働基準監督署･ハローワークヘお尋ねください。

。
シ

ｊ
８Ｆ

ｒｐ－〉
、一〉

／

、

”令'”'”'〉今

〒850-8537 長崎市大黒町9-22大久保大黒町ビル本館8階

電話：095-829-6000（代表）‐�ー

｜協会けんぽ長崎I愚~則（受付時間/平日8：30～17 w 15)

(P全国篭熊協会
長崎支部


